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皆
様
に
は
ご
健
勝
に
新
し
い
年
を
お
迎
え
の

こ
と
と
存
じ
、
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

財
団
法
人　

全
国
強
制
抑
留
者
協
会
は
旧
ソ

連
抑
留
者
の
処
遇
改
善
の
事
業
を
行
う
も
の
と
し

て
昭
和
四
十
五
年
に
創
設
さ
れ
、
そ
の
後
、
平
成

元
年
総
理
府
所
管
財
団
法
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

尚
、
当
財
団
は

平
成
二
十
五
年
一

月
三
十
日
の
理
事

会
に
お
き
ま
し
て

一
般
財
団
法
人
へ

の
移
行
を
決
議

し
、
平
成
二
十
六

年
四
月
一
日
を

も
っ
て
一
般
財
団

法
人　

全
国
強
制

抑
留
者
協
会
に
移

行
の
予
定
で
す
。

　

当
財
団
は
か
ね

て
よ
り
要
望
す
る

戦
後
処
理
問
題
に

つ
い
て
は
関
係
者

の
著
し
い
高
齢
化

の
状
況
に
鑑
み

そ
の
解
決
の
顕
著

な
前
進
を
求
め
努
力
を
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

と
り
わ
け
平
成
二
十
五
年
度
事
業
予
算
の
確

保
に
つ
い
て
は
全
力
で
努
力
し
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
二
十
三
、二
十
四
年
度
に
続
き
、
二
十
五

年
度
も
引
き
続
き
従
来
の
関
係
省
庁
に
よ
る
事

業
予
算
の
交
付
は
見
送
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
年
度
初
め
予
定
さ
れ
た
事

業
等
は
協
会
保
有
の
基
金
等
に
よ
り
実
施
終
了

い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
だ
、
未
解
決
の
戦
後
処
理
問
題
に
つ
き
ま

し
て
は
関
係
者
の
高
齢
化
を
考
え
る
と
き
、
そ

の
解
決
に
は
一
刻
の
猶
予
も
あ
り
ま
せ
ん
。

本
年
も
皆
様
方
の
よ
り
一
層
の
ご
支
援
ご
協
力

を
頂
き
、
諸
問
題
解
決
に
全
力
を
尽
く
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

末
筆
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
並
び
に
ご
家

族
の
ご
多
幸
ご
平
安
を
心
よ
り
祈
念
し
、
年
頭

の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

財
団
法
人
　
全
国
強
制
抑
留
者
協
会
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〈 第 51 号 〉

新
し
い
年（
平
成
二
十
六
年
午
年
）が

よ
り
佳
き
一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

　
　
　

皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を

　
　
　
　
　
　
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

財
団
法
人
全
国
強
制
抑
留
者
協
会

理
事
長

井
上
万
吉
男

理
　

事

一

同

監
　

事

一

同

評
議
員

一

同

平
成
二
十
六
年（
午
年
）の
新
春
を
迎
え

　
　
　
ま
す
ま
す
の
ご
多
幸
と
ご
繁
栄
を

　
　
　
　
　
　
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
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　ロシアでは今「人権擁護団体」が「外国の代理人

たち」 （訳注：スパイと同義語） と呼ばれる。スター

リンの時代には、ソ連国内で外国人として目に映る

者は誰であろうと、まずそのように呼ばれた。

　すでに明らかになっているように、グラーグ（強

制収容所）の犠牲者には、ソ連市民だけでなく、数

十万人の外国人も含まれる。それは、予期せずスター

リン大粛清の犠牲者となった多数のコミンテルン

（ならびにソ連領土内でマークされた外国人共産主

義者たち）である。またバルト三国ならびにポーラ

ンド東部地域に関するモロトフ · リッベントロップ

協定（独ソ不可侵条約）秘密議定書に従ってソ連占

領下にあった住民たち、近代化実現のために、1920

年～ 30 年代に訪ソした多くの外国人専門家たち、

などである。

　「西ウクライナと西ベラルーシの解放」が進めら

れ、1939 年 9 月、捕虜となった 2 万人以上のポー

ランド将校が（カティンの森やカリーニン [ 訳注： 

現在のトヴェリ ]、ハリコフで）虐殺された。それは、

グラーグ（強制収容所本部）にたどり着く以前のこ

とであり、戦時捕虜用のラーゲリ（収容所）に送ら

れた後のことであった。

　あまり明らかにされていない事実であるが、グラー

グの囚人には、関東軍、1945 年 8 月に「敗北」した

数十万の日本兵がいた。強制奴隷労働という、グラー

グによる搾取を伴った長期間拘留を正当化するため、

ソ連側により、戦争捕虜という地位を与えられた。

　では『日本人』強制収容所が実在した、経緯と理

由を理解する上で重要な、いくつかの史実を検証し

てみよう。

　1941 年 4 月 13 日、日ソ中立条約が締結された（4

月 25 日発効）。条約第 2 条には、「締約国の一方が

…第三国よりの軍事行動の対象と為る場合には…他

方締約国は…中立を守るべし」と規定されている。

ドイツの同盟国であった日本が、条約の規定を遵守

していたことは既知のとおりである。公平に見て

も 過去に『北への行軍』（訳注：ソ連侵攻）計画が

進められていたことは認められる。が、スターリン

グラード攻防戦以降、それも真剣には検討されなく

なっていた。

　1941 年末にドイツ軍がモスクワ郊外で立ち往生

していた際、ソ連司令部は首都防衛強化のため、極

東戦線に配備していた装備の充実した精鋭部隊の西

への移送を決定できた。日本がもし（当時、人口約4.5

億人を擁する面積 4.2 百万平方キロメートルの領土

を占領せんとする）軍事政権の絶頂期で、ヒトラー

の要求に応じ、対ソ極東戦線を開戦していたらどう

なっていたであろうかは、想像に難くない。

　日本と違い、スターリンは日ソ中立条約の規定を

遵守しなかった。1945 年 8 月 9 日、ソ連が対日参

戦布告。ところで、対日参戦は連合国側による強い

要求であったが、（1945 年 2 月）ヤルタ会談の最終

議定書には、「ヨーロッパに於ける戦争が終結した

る後、二月又は三月を経て」対日戦争にソ連が参加

すると記録されている。このような条件下にあっ

て、ソ連は対日参戦の合法化を試みた。1945 年 4

月 5 日に、ソ連は「日ソ中立条約」の破棄を通達す

る。しかし、中立条約の条文により（条約は、締結

により 5 年間有効であり、条約を破棄するためには、

期間満了の 1 年前に通告する必要がある。すなわち

通告の１年後に失効する。とされ）、1946 年 4 月 25

日以前には条約の破棄はできない。つまり、ソ連は

失効の 8 ヶ月以上前に条約を破棄したことになる。

　満州に駐屯していた関東軍の敗北は、ソ連とドイ

ツ軍の戦争と比較するまでもなく、まさに「一方的

敗戦」であった。ソ連軍の急速な侵攻に対する日本

兵の抵抗は、極々特定な地域に限定されていた。 

これは（8 月 15 日に発出された）天皇陛下の「終

戦の詔勅」が、間に合わないか届かなかった場所に

於いてである。損失はもちろんあったが、ソ連側の

それは、約 1 万 2 千人と比較的小規模であった。日

本人は、約 9 万人が亡くなり、守備隊のほとんどは、

戦わずして降伏した。関東軍の兵士約 60 万人が、

武器を置き、囚人として捕えられた。

　8 月 23 日には、50 万人に及ぶ兵士と将校が、ス

ターリンの下した決定 № 9898 により、ソ連国内の

シベリアやその他地域に移送された。これは、1945

年 7 月 26 日、米・英・中が調印した、日本の無条

件降伏に関する「ポツダム宣言」の条項にあきらか

に矛盾している。その規定は、日本兵の運命を左右

するものである。（ソ連は、対日宣戦を布告した 8

月 8 日にポツダム宣言への参加を表明。）宣言の第

9 項には、「日本国軍隊（「軍隊」であって「戦時捕虜」

ではない）は完全に武装を解除せられたる後、各自

の家庭に復帰…の機会を得しめらるべし。」と規定

されている。そして実際に 1946 年、戦後、アメリ

カ人と中国人によってそれは実行された。一方ソ連

は、自主的に投降した日本人を捕虜として身分処遇

し、グラーグ建設へと移送した。

　日本の兵士と将校は、千名程度からなる五百の大

隊に編成され、隊列を組み徒歩で、貨物列車で、そ

して貨物船で、満州からソ連領内へと移送された。

主にハバロフスク地方、沿海地方、アルタイ地方、

クラスノヤルスク地方、イルクーツク州、チタ州（訳

注：現在のザバイカリエ地方）、アムール州、ブリ

ヤート共和国などソ連の 30 地域に配置され、ソ連

内務省戦争捕虜収容所本部に収容された。ソ連刑法

第 58 条「反ソ活動」で有罪判決を受けた日本人は、

さらに管理の厳格な二か所の収容所に送られた。飢

餓、病気、重労働による日本人死亡者の正確な数は

不明であるが、情報ソースによって、8 万人から 20

万人といわれる。

　強制収容所に送られ「社会主義建設」のための労

働を強いられた日本人生存者は、自らを戦時捕虜と

は認めず、（自発的に武器を置いた）抑留者である

と主張。そのため、奴隷労働に従事させられた年月

に対しての補償を要求している。戦時捕虜に対する

賠償はなされないから。

（「ノーヴァヤ・ガゼータ」紙　副編集長：アンドレイ・リプスキー） 

『グラーグ（ソ連強制収容所）の真実』

第2回

　相沢会長が、2012 年 9 月「日露交流シンポジウム」
でモスクワ入りした際、地元紙「ノーヴァヤ・ガゼー
タ＊」のインタビュー取材を受けました。
　「ノーヴァヤ・ガゼータ」紙は、エリツィン基金と
ゴルバチョフ基金から後援を得、「グラーグ（ソ連強
制収容所）の真実」という特集記事を数年にわたり連
載しています。
　2013 年 1 月 16 日発行第 4 号掲載の特集に「サムライ
に刀を返せ！」という見出しで、このインタビュー記
事が掲載されました。続く「外国の代理人たち」とい
う見出し記事とともに、その意訳をご紹介いたします。

＊1993年創刊、週３回発行、発行部数約50万部のロシアのタブロイド新聞。ソ連最後の最高指導者ゴルバチョフ氏が株主であ
り、プーチン政権に対する批判的論陣で知られる。アンナ・ポリトコフスカヤ記者をはじめ、2001年～2009年の間に所属ジャー
ナリスト４名が殺害されたことも有名。

写真：アンナ・アルチョミエワ／ノーヴァヤ・ガゼータ紙
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慰霊祭

慰霊訪問（墓参）

展示会

語り継ぐ集い

平成25年度 実施事業（4月〜12月）

（地方）
実　施／4月26日〜11月10日
開　催／12ヶ所
参加者／886名

実　施／6月16日〜11月10日　　開　催／13ヶ所　　参加者／1,465名

実　施／6月12日〜11月10日　　開　催／8ヶ所　　参加者／5,666名

実　施／8月20日〜9月22日　　編　成／2班　　参加者／16名

（中央） 実　施／9月24日
参加者／約280名

あ と が き
　

平
成
二
十
五
年
度
各
種
事
業
も
皆
様
方
の
ご
協
力
に
よ
り

昨
年
末
で
概
ね
実
務
は
完
了
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年（
午
年
）が
皆
様
に
と
り
、よ
り
良
い
年
で

あ
り
ま
す
よ
う
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す

事
務
局
一
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